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１．参加表明書等の提出方法
(1) 書式等
1 参加表明書等は、全て片面使用とし、用紙の大きさは「日本工業規格Ａ４又はＡ３」とする。Ａ３については、折り込み添付とする。
2 使用する文字のフォント及びポイントは自由とする。
3 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単価は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成４年法律第５１号)に定める単位に限る。
(2) 提出方法
1 事務局まで持参又は郵送(配達証明付書留郵便に限る。)により行う。
2 電子メールによる提出は認めない。
3 提出された参加表明書等の書類は返却しない。

２．参加表明書等作成における注意事項
(1) 参加表明書
1 必要のない文言は削除すること。
(2) 添付書類
1 会社概要書(様式第２号)
(1) 認定又は資格の登録証等の写しを添付すること。
2 遠隔監視システム納入実績書(様式第３号)
(1) 納入実績は、過去１０年以内の実績を記入すること。
(2) 実績内容は、隠岐の島町水道事業遠隔監視システム導入業務プロポーザル実施要領による参加資格要件に該当する実績とする。
(3) 実績確認書類(契約書・仕様書・テクリス等)があれば添付すること。
3 商業登記簿謄本の写しを添付すること。
(1) 隠岐の島町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要綱(平成１７年隠岐の島町告示第２号)第５条に規定する名簿、又は、隠岐の島町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱(平成２０年隠岐の島町告示第８号)第５条に規定する有資格者名簿に登録されていない者に限る。
4 協力会社がある場合
(1) 上記（２）添付書類①,③について同様に作成すること。
(2) 協力体制を明確にした覚書(代表会社及び協力会社の記名押印した書面)を併せて作成し、提出すること。
(3) 上記（２）添付書類②については、代表会社、協力会社の別は問わないが、各社１つ以上の実績を有すること。
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